
①型の製作／受領時
 図番
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 所有権
 耐⽤年数・耐⽤回数
 問い合わせ窓⼝

１．新規で受注する部品の型について、発注者と協議・相談
しましょう。

 耐⽤年数・耐⽤回数までの保管費⽤
 耐⽤年数・耐⽤回数をすぎた場合の保管費⽤
 保管の際の注意義務の程度（屋内、屋外、

シート掛けなど）
 部品等の供給年限を区切る場合の基準
 ⼀括残置⽣産の対象となる場合の基準
 ⼀括買い上げ・保管する場合の基準
 再⽣産を発注する場合の基準
 設備・型の廃棄⼿続き
 余剰品が発⽣した場合の処理⼿続き
 治⼯具の廃棄⼿続き

など
②耐⽤年数・耐⽤回数が過ぎた後
取引先に通知し、型を返却するのか、廃棄するのかを

協議しましょう。

④最終発注⽇から２〜３年が経過した後
取引先に通知し、型を返却するのか、廃棄するのかを

協議しましょう。

③耐⽤年数・耐⽤回数の超過後、注⽂があった時
型の保管費⽤・保管義務期間と、製品の製作単価に

ついて、再度協議しましょう。
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① まず、窓⼝・⼿続きの確認を⾏いましょう。
 マニュアル等がない場合、発注者に確認しましょう。

② 次に、必要書類を準備しましょう。
 現在保管中の型のリスト
 直近5年程度の製造・納⼊実績
 相談の対象となる部品番号及び対応する型番号
 相談の対象となる部品の名称（図⾯上の名称等）
 納⼊実績のある⼯場の名称等 など

③ 発注者から、以下の事項について回答を得ましょう。
 廃棄や残置⽣産、⼀括買上げの可否
 廃棄等が可能であれば、廃棄申請の⽅法
 廃棄等が不可であれば、型の保管期限、保管費⽤等の負担⽅法 など

④ 型の管理費⽤等の負担につき取引先（発注者）に相談 する場
合、例えば以下について取り決めるようにしましょう。
 型の管理にかかっている具体的な費⽤項⽬や額について、あらかじめ説明

できるように準備しましょう。
 少なくとも、①どのような形で費⽤負担するのか、②⾒直しはどのタイミ

ングで⾏うのか、について協議しましょう。

● ①量産打ち切りから１５年を経過している型、②受注頻度が少ない
と感じる部品の型、③管理の負担が重い型、などを中⼼に廃棄申請
してみましょう。

２．既に保管中の型も、発注者と協議・相談しましょう。
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ーーーーーーーーーーーーーーーーお問い合わせ先ーーーーーーーーーーーーーーーー
●経済産業省 製造産業局 素形材産業室 ●中⼩企業庁 事業環境部 取引課
03-3501-1063(直通) 03-3501-6799(FAX) 03-3501-1669(直通) 03-3501-6899(FAX) 

「型の取扱いに関する覚書（ひな形）」も⽤意しています。 型 覚書 検索

※取引全般のお問い合わせ先はこちら
●下請かけこみ寺 0120-418-618（通話料無料）


